
 市民活動団体 登録・認定のしおり  
 

 由利本荘市における市民活動団体の認定・登録制度は次のとおりです。 

 

１．市民活動団体とは 

 市内には、様々な社会教育、生涯学習、スポーツ・レクリェーション、ボランティア、まちづくり
などの団体があり、自主的な活動を行っています。 

 様々な活動を通して、自己実現を図ったり、豊かな人間関係や地域の結びつきを高めたりし
ています。 

(1)生涯学習・社会教育・福祉・まちづくりに関する活動は、潤いと輝きに満ちた地域文化、スポ
ーツ、福祉のまちづくりにつながる市民活動といえます。 

 このような活動を行うことを目的とし、(2)自主的な運営を行う団体で、市が申請に基づき認
定した団体を「市民活動団体」といいます。 

 市民活動団体に認定されると、市の公の施設の使用料の減免を受けることができます。 

 ※団体には、会、グループ、サークル、クラブなどの呼び名も含まれます。 

 

(1) 生涯学習・社会教育・福祉・まちづくりに関する活動とは 

  それぞれの分野で、技術・技芸の習得や教養を高めたり、健康の保持増進を図ったり、生活の質

の向上や、地域の活性化のために行われる市民の活動です。 

［例］ 

 ○文化・芸術・芸能活動(合唱、合奏、演劇、絵画、手芸、書道、陶芸など) 

 ○体育・レクリェーション活動(各種スポーツ、健康づくり、レクダンスなど) 

 ○学習活動(講演会、講習会、研修会、各種調査研究、歴史、文学など) 

 ○ボランティア活動(環境保全、介護、保育、読み聞かせなど) 

 ○保健・医療・福祉の増進を図る活動 

 ○まちづくり、地域おこしの推進を図る活動 

 ○青少年の健全育成を図る活動 

 ○人権擁護、平和運動の推進を図る活動 

 ○産業・経済の活性化を図る活動 

 ○国際理解、国際協力の推進を図る活動 

 ○その他市が認める活動 

 

(2)自主的な運営を行う団体とは 

  市民活動を行おうとする人たちが自発的に団体をつくり、目的、活動内容、運営組織、役員、予

算などを会員同士で話し合って活動を進めていくことです。 

 

(3)認定対象とならない団体 

 ① 塾や各種有料教室などのように、講師が中心となって月謝を集め、講師の生計を立てる  
活動として行っている団体 

 ② 規約や会則を持たず、活動内容が明確でない団体 



 ③ 一般市民の新規加入を受け付けない団体 

 

２．登録申請の要件 

(1) 社会教育、生涯学習、スポーツ・レクリェーション、ボランティア、まちづくりなどの活動を
行う団体で、次の行為をしないもの 

 ① 営利を目的とする活動 

 ② 特定の政党その他政治団体の利害に関する活動 

 ③ 公の選挙に関し特定の候補者を支持し、又はこれに反対する活動 

 ④ 特定の宗教もしくは特定の宗派・教団を支持し、又はこれに反対する活動 

 ⑤ その他公序良俗に反する活動 

(2) 概ね次の要件を備えている団体 

 ① 団体の意志を表明する代表者がおり、組織が確立していること 

 ② 団体としての規約又は会則等があること 

 ③ 団体の経理が明らかであること 

 ④ 団体の構成員が概ね５人以上であること（設立時など活動初期の団体にあっては３人以上可） 

 ⑤ 構成員の半数以上が市内在住・在勤又は在学者であること 

 

３．登録申請 

（１）申請に必要な書類 

  ① 由利本荘市公の施設使用料減額・免除団体登録申請書（様式第１号） 

  ② 役員・構成員名簿 

  ③ 団体規約又は会則 ※１ 

  ④ 事業又は活動に関する資料（総会資料等）※２ 

  ※１ 決められた書式は特にありません。既に定めている規約等があればその写しを添付してくださいま
た、規約等を定めていない団体は、例を示しますので、それに従って作成してください。 

  ※２ 決められた書式は特にありません。団体が各会員に報告している書類でかまいません。（総会等の
資料で団体の活動内容、会計報告等が含まれている場合はその資料を添付してください。） 

（２）申請書の提出先 

   団体が主に使用する施設を管理する課等へ提出してください。（申請書は、市役所本庁各課、各総合支
所各課、教育委員会事務局各課、各地域公民館等で配布しています。） 

（３）申請書の提出期限 

   随時受け付けます。 

（４）登録の有効期限 

   登録の通知をした日から２年後の相応日の属する年度の末日までとします。 

（例：令和４年 3 月 31 日まで登録通知があった団体は、令和６年 3 月 31 日までになります。） 

（５）次の場合は、速やかに連絡をお願いします。 

  ① 団体名、団体所在地、団体代表者及び連絡員の変更及び規約等の改正があったとき 

  ② 団体が解散もしくは消滅したとき 

  



 申請にあたってのＱ＆Ａ  
 

Ｑ１．私たちのサークルは、毎月の練習会だけの活動なので、総会などもなく、活動報告や会計報告 
などもありません。それでも事業又は活動に関する資料の提出が必要ですか。 

Ａ１． 普段の活動の内容をまとめたものを「事業報告」として提出してください。 

    特別な行事や大会等への参加だけでなく、定期的な練習会や学習などが「年間事業」となり
ます。また、サークル運営のために開催した打合せや役員会などの話し合い、他の団体と合同
で行った活動なども「事業報告」に含めて記入してください。 

会計報告書は、団体活動を行う上で様々な必要経費が必要となりますので、そうした経  
費を明らかにすることで、会費を算出しやすくなりますし、計画的、継続的な活動をするために
も予算を立てて活動することが大切です。 

    「事業報告書」と「会計報告書」は下記の例を参考に記入をお願いします。 

 

 

例１：○○スポーツクラブ  令和○○年度事業報告書 

活動日 活動名 活動場所 参加人数 備  考 

４月３日 役員会 ○○公民館     ３人 総会の打合せ 

４月１６日 総会 ○○センター    １５人 事業・会計報告、活動打合せ等 

４月２９日 ○○大会 ◇◇体育館    １０人 市の大会に参加 

（ ※定期練習 毎週月曜 19:00～21:00 ○○体育館） 

１０月９日 ○○大会 県○○体育館    １２人 全県大会に参加 

１０月２３日 奉仕活動 □□公園周辺     ６人 市のクリーンアップに参加 

     （以下省略） 

 

※ 特に決められた様式はありません。直近年度の活動状況がわかる「事業報告書」であればけっこうです。 

※ 定期的な活動を行っている場合は、例として「毎週月曜日練習 計４０回 延べ３５０人」 のようにまとめ
ていただいてもかまいません。 

 

例２：○○スポーツクラブ  令和○○年度会計報告書 

  （収入） 

項 目 決算額 摘   要 

会 費   ９０，０００円 500 円×15 人×12 月＝90,000 円 

繰越金   １１，２００円 前年度繰越金 

   計 １０１，２００円  

 （支出） 

項 目 決算額 摘   要 

会場使用料   ４０，０００円 ○○体育館使用料 1,000 円×40 回＝40,000 円 

事務費   ５２，０００円 切手代、封筒代、印刷用紙代ほか 

    計   ９２，０００円  

 

※ 特に決められた様式はありません。直近年度の会計がわかるものであればけっこうです。 

 



Ｑ２．私たちのサークルには規約（会則）がありません。会則の作り方、望ましい内容を教えてくださ

い。 

Ａ１．規約（会則）は、団体の基本的な取り決めであり、会員全員で話し合い決めていくものです。一

部の人だけで決めたり、役員しか知らなかったりということがないようにしましょう。 

     

団体の活動は変化していくこともあり、状況によっては規約を見直し、改正することもあります。 

規約には次のような内容を入れることが望ましいでしょう。 

項  目 内    容 

①名称 団体を表現するのにふさわしい名称を付けます。 

②事務所 

（団体所在地） 

代表者宅に置く場合が多いですが、連絡員宅に置く場合もあり

ます。 

③目的 

 

団体の目的を明確にすることにより、会員が共通認識を持って

活動できます。 

④活動内容 

 

団体の目的を実現するために活動する内容を、具体的に示しま

す。 

⑤会員及び入退会 

 

 

会員は等しく権利と責任を持ちます。開かれた市民活動団体は、

目的に賛同する人なら誰でも入会できることが原則で、退会は

会員の自由意志により決めます。 

⑥役員と役割 

 

会長、副会長、会計、事務局などの役員を団体の活動に合わせて

置き、役割、任期、選出の方法などを決めましょう。 

⑦経費・会計 

 

活動にかかる経費は会員全員で負担し、会計を会員に報告しま

しょう。 

⑧会議 

 

総会、役員会など団体運営に必要な会議を設けましょう。 

年に一度は総会を開催しましょう。 

⑨規約の改正 

 

どのような方法で改正できるのかを明確にしておきましょう。 

改正は、総会で会員の総意により行うのが望ましいでしょう。 

⑩施行日 規約の取り決めを実際に実行し始める日を明記しましょう。 

 

※ 特に決められた様式はありません。みんなで知恵を出し合い、団体に相応しい規約をつくり、活

動を進めていきましょう。 

  規約の参考例を次に示しますので、参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 規約参考例  

 

○○○○会 規約（会則） 

 

（名称） 

第１条 この会の名称は、○○○○会という。 

（事務所） 

第２条 この会の事務所を、由利本荘市○○町△△番地（会長宅）に置く。 

（目的） 

第３条 この会は、各種のスポーツの実践を通して、いつまでも若々しく、心身ともに健やか な人生を楽し
むとともに、会員相互の交流・親睦を図ることを目的とする。 

（活動内容） 

第４条 この会は、第３条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１） 健康体操、ソフトバレーボール、グラウンドゴルフなどのスポーツ活動 

（２） 他の団体との交流会の開催 

（３） その他この会の目的達成のために必要な活動 

（会員及び入退会） 

第５条 会員は、この会の目的に賛同する者とする。 

２ 会員の入会及び退会は、原則として文書により行うものとする。 

（役員及び役割） 

第６条 この会に次の役員を置く。 

   会長１名、副会長２名、会計(事務局)１名、監事１名 

２ 会長はこの会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。 

４ 会計は、この会の会計を統括する。 

５ 監事は、この会の会計及び事業の執行を監査する。 

（経費及び会費） 

第７条 この会の会計は、会員の会費、事業に伴う収入、補助金及び寄付金等をもって充てる。 

２ 会員の会費は、月額５００円とし、毎月末までに会計に納めるものとする。 

（会議） 

第８条 この会の会議は、総会及び役員会とする。 

２ 総会は、年１回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を 開催することが
できる。 

３ 役員会は、必要に応じて開催するものとする。 

（規約の改正） 

第９条 この規約は、総会において審議し、出席会員の過半数の決議をもって改正することが できる。 

 

   附 則 

 この規約は、令和○○年○○月○○日から施行する。 



                  記載例  

第１号様式 

由利本荘市公の施設使用料減額・免除団体登録申請書 

 

                            令和 ４年 ４月 １日 

由利本荘市長  様 

 私たちの団体は、市民活動団体として登録したいので、次のとおり申請します。 

１団体名 
ふりがな    おたっしゃくらぶ 

お達者クラブ 

２団体所在地 
〒015-9999 

由利本荘市城下町△－△  本荘元気方 （電話番号） ２３－□□□□ 

３団体代表者 
    ふりがな  ほん じょう げん   き  

氏名        本 荘 元 気  （電話番号） ２３－□□□□ 

４団体代表者以外の連絡

先（事務局・連絡員等） 

    ふりがな  けん こう  ゆ  り 

氏名         健 康 由 利  （電話番号）  ２４－□□□□ 

５活動内容 フォークダンス、健康体操、学習会、登下校見守りボランティア 

６活動(予定)時間 年・月 週    １ 回  水 曜日   午前・午後・夜間 

７活動(予定)場所  主な活動(予定)場所   ○○センター研修室 

 その他の活動(予定)場所  △□小学校通学路周辺 

８会費の有無  入会金  なし ／ あり        円 

 会 費  なし ／ あり  月・年・(  )   ５００ 円 

９会員数 男性  ８ 人、女性 １０ 人、 計 １８ 人 

10 設立年月日  昭和・平成・令和  ６３年 ４月  日 

 
11 活動種別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※次の該当する活動種別の番号に○印を付けて下さい。(○はいくつでも) 
①文化・芸術・芸能活動(合唱、合奏、演劇、絵画、手芸、書道、陶芸など) 
②体育・レクリェーション活動(各種スポーツ、健康づくり、レクダンスなど) 
③学習活動(講演会、講習会、研修会、各種調査研究、歴史、文学など) 
④ボランティア活動(環境保全、介護、保育、読み聞かせなど) 
⑤保健・医療・福祉の増進を図る活動 
⑥まちづくり、地域おこしの推進を図る活動 
⑦青少年の健全育成を図る活動 
⑧人権擁護、平和運動の推進を図る活動 
⑨産業・経済の活性化を図る活動 
⑩国際理解、国際協力の推進を図る活動 
⑪その他（                              ） 

※添付書類 
① 会則又は規約 
② 役員名簿及び会員名簿（連合体の場合は構成団体名簿） 
③ 団体の事業又は活動に関する資料 



  名簿記載例  

役員・構成員名簿 

 

 団体名：                         

 

№ 

 

 

氏  名 

 

 

役 職 

 

 

性別 

 

 

年齢 

 

 

住    所 

 

連 絡 先 

 現住所が市内でない方は、在勤・在

学の住所 

名称又は電話

番号 

 

 1 

 

 

本 荘 元 気 

 

 

会長 

 

 

 男 

 

 

６８ 

 

〒015-9999 由利本荘市城下町△

－△ 

23-□□□□ 

  

 

 2 

 

 

人 生 楽 代 

 

 

副会長 

 

 

 女 

 

 

７０ 

 

〒015-0000 由利本荘市上手町△

△△ 

22-□□□□ 

  

 

 3 

 

 

健 康 由 利 

 

会計兼 

 

事務局 

 

 女 

 

 

６０ 

 

〒010-0101 秋田市千秋町△△△ 018-○○○-

□□□□ 

〒015-0150 由利本荘市浜町△-△ 24-□□□□ 

 

 4 

 

 

長 持 丈 夫 

 

 

 

 

 

 男 

 

 

７２ 

 

〒015-6789 由利本荘市下手町△

△-△ 

 

  

 

 5 

 

 

喜 楽 明 子 

 

 

 

 

 

 女 

 

 

７４ 

 

〒015-0123 由利本荘市中手町△

△ 

27-□□□□ 

  

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10 

     

 

 

  

 

11 

     

 

 

  

 

12 

     

 

 

  

 

※ 役員の方の電話番号は、必ず記入してください。 

※ 役職の欄には、規約(会則)で定めた役職名を記入してください。 

 住所が由利本荘市以外で、
勤務先・通学先等が市内の場
合は、下の段に勤務先等の住
所を記入してください。 

連絡先欄も同様です。 



連絡・問い合わせ先一覧 

 

№ 課・館等名 電話番号 メールアドレス 

 1 総務部総務課  ２４－３３２１  soumu@city.yurihonjo.lg.jp  

2 企画振興部地域づくり推進課  ２４－６２３１  tiiki@city.yurihonjo.lg.jp  

 3 健康福祉部福祉支援課  ２４－６２６７  hukushi@city.yurihonjo.lg.jp  

 4 健康福祉部長寿生きがい課  ２４－６３２２  choju@city.yurihonjo.lg.jp  

 5 産業振興部商工振興課  ２４－６３７２  syoko@city.yurihonjo.lg.jp  

 6 観光文化スポーツ部観光振興課  ２４－６３７６  kanko@city.yurihonjo.lg.jp  

 7 〃 文化振興課 ７４－８０３４  bunka@city.yurihonjo.lg.jp  

 8 〃 スポーツ振興課 ７４－８０３８  sports@city.yurihonjo.lg.jp  

９ 矢島総合支所市民サービス課  ５５－４９５１  ysm-service@city.yurihonjo.lg.jp  

10 岩城総合支所市民サービス課  ７３－２０１１  iwk-service@city.yurihonjo.lg.jp  

11 由利総合支所市民サービス課  ５３－２１１２  yur-service@city.yurihonjo.lg.jp  

12 大内総合支所市民サービス課  ６５－２２１１  ouc-service@city.yurihonjo.lg.jp  

13 東由利総合支所市民サービス課  ６９－２１１０  hyr-service@city.yurihonjo.lg.jp  

14 西目総合支所市民サービス課  ３３－４６１０  nsm-service@city.yurihonjo.lg.jp  

15 鳥海総合支所市民サービス課  ５７－２２０１  cki-service@city.yurihonjo.lg.jp  

16 矢島総合支所産業建設課  ５５－４９５３ ysm-sanken@city.yurihonjo.lg.jp  

17 岩城総合支所産業建設課  ７３－２０１４  iwk-sanken@city.yurihonjo.lg.jp  

18 由利総合支所産業建設課  ５３－２１１４  yur-sanken@city.yurihonjo.lg.jp  

19 大内総合支所産業建設課  ６５－２２１６ ouc-sanken@city.yurihonjo.lg.jp  

20 東由利総合支所産業建設課  ６９－２１１５ hyr-sanken@city.yurihonjo.lg.jp  

21 西目総合支所産業建設課  ３３－４６１４ nsm-sanken@city.yurihonjo.lg.jp  



 

22 鳥海総合支所産業建設課  ５７－２２０５ cki-sanken@city.yurihonjo.lg.jp  

23 教育委員会生涯学習課  ３２－１３３２  syogai@city.yurihonjo.lg.jp  

24 教育委員会中央公民館 ２２－０９００  hon-komin@city.yurihonjo.lg.jp 

25 教育委員会矢島公民館 ５６－２２０３  ysm-komin@city.yurihonjo.lg.jp 

26 教育委員会岩城公民館 ７３－２４６８  iwk-komin@city.yurihonjo.lg.jp 

27 教育委員会由利公民館 ５３－２２４５  yur-komin@city.yurihonjo.lg.jp 

28 教育委員会大内公民館 ６５－２２１０  ouc-komin@city.yurihonjo.lg.jp 

29 教育委員会東由利公民館 ６９－２３１０  hyr-komin@city.yurihonjo.lg.jp 

30 教育委員会西目公民館 ３３－２３１５  nsm-komin@city.yurihonjo.lg.jp 

31 教育委員会鳥海公民館 ５７－３０２０  cki-komin@city.yurihonjo.lg.jp 

32 南内越公民館  ２２－０３１６  minamiutetsu@city.yurihonjo.lg.jp  

33 子吉公民館  ２２－０４２５  koyoshi@city.yurihonjo.lg.jp  

34 小友公民館  ２２－０３１８  otomo@city.yurihonjo.lg.jp  

35 石沢公民館  ２９－２１１１  ishizawa@city.yurihonjo.lg.jp  

36 北内越公民館 ２２－０３１９ kitautetsu@city.yurihonjo.lg.jp 

37 松ヶ崎公民館 ２８－２００１ matsugasaki@city.yurihonjo.lg.jp 


